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Ⅱ．今からできる相続対策 

＜まずはともあれ現状把握＞ 
 

 まずは現時点で「「どどののよよううなな」」、「「どどのの程程 度度 のの」」相続財産があり、 

それに対する相続税が「「どどれれくくららいい」」になるのかを試試 算算 ししてて把把 握握 すするること。 

 そそれれをを踏踏 ままええてて対対 策策 をを講講 じじるる。 

 そそれれにによよっってて対対 策策 のの講講 じじ方方 がが変変 わわるる。 

＜今からできる相続対策＞ 
 

 暦暦 年年 贈贈 与与（年間贈与額 110 万の控除）をを最最 大大 限限 利利 用用する。 

 贈贈 与与 すするる人人 数数 をを増増 ややすす。配偶者、子供全員、孫への贈与（世代飛ばし）。 

 評評 価価 財財 産産 をを減減 ららすす（評価減、少しずつ贈与して財産自体を減らす等） 

①現預金等 ⇒ 不動産化を図る（相続税評価額になり、評価減となる） 

②不動産 ⇒ 借地権、小規模宅地等で評価減を図る 

③非上場株式 ⇒ Ⅲ．で述べる  
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 控控 除除 をを多多 くくすするる。 

①生命保険金の利用（法定相続人には 500 万の控除有り） 

②死亡退職金の利用（法定相続人には 500 万の控除有り） 

  同族会社での利用 

  納税資金対策として、退職金規定等を生前に整備しておく。 

③法定相続人の数を増やす（養子縁組等）。 

  ※ 実子有りの場合は 1 人まで、実子無しの場合は 2 人まで 

 収益物件については同同 族族 会会 社社 へへのの売売 却却 やや生生 前前 贈贈 与与 もも検検 討討する。 

賃貸収入を相続人から移転することにより、 

   相続財産を減らす効果、贈与するのと同じ効果が得られる。 

 同族会社の株式についても事業承継を念頭に置き、生前贈与を検討する。 

後継者の明示。争続の防止。 

相続財産を誰誰 ににどどれれだだけけににすするるかかをを明明 確確 ににししてておおくく。 

 最終手段としては、遺遺 言言 書書 のの整整 備備をする。遺言執行者の指定等。 

遺留分に注意。 
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＜すぐにでもできるおすすめ贈与＞ 
 

 平成 23 年内の住住 宅宅 取取 得得 資資 金金 等等 のの贈贈 与与 1,000 万まで無税。 

                         （3 年内持ち戻し無し）（次頁参照） 

 贈贈 与与 税税 のの配配 偶偶 者者 控控 除除 のの利利 用用（3 年内持ち戻し無し）。 

ただし、小規模宅地等の適用等も考慮しつつ、贈与財産を決定すること。 

贈与するなら家屋から。 

 

 

 

 

  

＜贈 与 税 の配 偶 者 控 除 の概 要 ＞ 

婚 姻 期 間 が 2200 年年 以以 上上 の配 偶 者 から、居居 住住 用用 不不 動動 産産 又又 はは居居 住住 用用 不不 動動 産産 をを取取 得得 すするるたためめのの金金 銭銭 の

贈 与 を受 けた場 合 には、その年 分 の贈 与 税 の課 税 価 格 から 22 ,, 000000 万万 円円 ままででのの金金 額額 をを控控 除除 する。 

※この措 置 は、同 一 の配 偶 者 からの贈 与 について、一一 生生 にに一一 回回 適適 用用 することができる。 
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住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経 済 対 策 のための時 限 措 置 として、適 用 対 象 者 をその贈 与 を受 けた年 の合 計 所 得 金 額 が

2,000 万 円 以 下 の者 としたうえ、非 課 税 限 度 額 （改 正 前 ：500 万 円 ）を次 のように引 上 げ。 

イ 平 成 22 年 中 に住 宅 取 得 等 資 金 の贈 与 を受 けた者  ・・・ １,５００万 円  

ロ 平 成 23 年 中 に住 宅 取 得 等 資 金 の贈 与 を受 けた者  ・・・ １,０００万 円  

（注 ）平 成 22 年 １月 １日 から平 成 23 年 12 月 31 日 までの間 の贈 与 について適 用 。 
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＜留意点＞ 
 

 相続発生前の 3 年内贈与財産は持ち戻しになる。 

 小小 規規 模模 宅宅 地地 等等 のの特特 例例 をを上上 手手 にに使使 ううこと。 

上手に利用するための体制づくりを考えておく。 

 相続税精算課税制度は使いづらい。 

①暦年課税に戻れない。控除額 110 万円を使えない。 

②3 年以前の贈与財産にも相続税がかかってくることになる。 

③小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。 
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Ⅲ．法人の事業承継対策 

 

事業承継とは「ヒト」・「モノ」・「カネ」の承継である。 

 

 

「「ヒヒトト」」のの承承 継継 ： 「ヒト」（後継者）の教育、社員への周知、社内の体制作り、 

ノウハウ・理念の継承。 

 

 

「「モモノノ」」のの承承 継継 ： 「モノ」とは株式。株式の譲渡をいかに上手に行うか。 

 

 

「「カカネネ」」のの承承 継継 ： 「カネ」の承継を上手に行い、贈与税や相続税で不必要にたくさん 

持っていかれないように。 

また、本業である自社の経営に支障をきたすことがないように。 

会社と個人にお金が残るように。 
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１． 「ヒト」の承継 
 

 「ヒト」（後継者）の教育、社員への周知、社内体制の構築 

                                  → 社社 長長 のの仕仕 事事 

「モノ」と「カネ」は対策を講じればなんとかなるが、 

   一番難しいのは、この「ヒト」の承継である。 

ここれれここそそがが社社 長長 のの一一 番番 ややるるべべきき仕仕 事事 でであありり本本 分分。 

会社長く存続させていくために、 

   社員を幸せにするために心血を注いで行わなければならいこと。 

 会社を継がせるなら、ナンバーツーより若息子。 

資資 金金 繰繰 りり（（対対 銀銀 行行 ））ににはは息息 子子 がが断断 然然 有有 利利。 

資産のないナンバーツーは連帯保証人になれない。 

 「誰が継ぐのか」、「誰が後継者なのか」、社社 長長 ががははっっききりりとと決決 めめててややるる。 

「兄弟みな平等」は争いを生むだけ。 

後継者候補（子供）が複数いる時は、 

   社長個人の資産をたくさん作っておく。 

本命の後継者には株式を、他の相続人には現金その他の資産を。 

どうしても現金資産がない場合は、自社株として会社に買い戻してもらう。
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 事業承継は社社 長長 ががひひっっそそりりとと独独 りりででややるる仕仕 事事。 

相談相手は社外に求めるべき。 

客観的立場・視点に立てる人に相談するのが基本。 

長期間かかって当たり前。最低 5 年はかかると思うこと。 

 社社 長長 がが生生 ききてていいるるううちちにに事事 業業 承承 継継 をを完完 了了 ささせせるるのが鉄則。 

生前の事業承継でないと、社長の決定が実行されない。 

 後継者がどうしてもいない場合は MM&&AA もも視視 野野 にに入入 れれてて検検 討討する。 
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２． 「モノ」の承継 
 

「モノ」とは株式のこと。 

 

事業承継とは株式承継なり。 

 

とにかく自社株を後継者にまとめて譲ることが第一。 
 

＜株式の持たせ方＞ 
 

 会社を支配しているのは社長ではなく株主。 

一一 定定 数数 以以 上上 のの株株 式式 をを引引 きき継継 ががせせるるここととがが最最 優優 先先 事事 項項。 

今現在、誰がどれだけ株を持っているかを把握しているか？ 

 株式を後継者の一人に集めること。極極 力力 分分 散散 ささせせなないい。 

 最低でも 22//33 以以 上上 をを持持 たたせせるること。 

株主総会特別決議（定款変更や組織再編等）は 2/3 以上が必要。 

（総議決権の過半数を有する株主が出席、出席株主の 2/3 以上の決議）
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 少数株主にも一定の条件（組織再編や株式移転等）はあるものの 

      株株 式式 買買 取取 請請 求求 権権がある。 

もし今、分散しているならば、 

   社長が現役の時に極極 力力 穏穏 和和 にに買買 いい戻戻 すすののががベベタターー。 

もしくは、種類株式や従業員持株会等を検討するのも良。 

名名 義義 株株 のの整整 理理も必要。 

 社長個人に買い戻すお金がなければ、自自 社社 株株 ととししてて会会 社社 でで取取 得得 ししててももよよいい。 

買い戻すためには少々の言い値、高値は受け入れる。 

 買戻しと後継者への株式譲渡は株価が低い時に。 

 自己株式として会社が買い戻せば、筆頭株主の支支 配配 力力 （（支支 配配 割割 合合 ））もも増増 ええ、、

株株 式式 価価 値値 もも向向 上上する。 

＜譲渡するのにお金はどのくらいかかるのか？＞ 
 

 相続時、または贈与時にお金（税金）がかかるようであれば、 

   株株 価価 対対 策策 がが必必 要要である。 
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３． 「カネ」の承継 
 

「カネ」 ： 贈与・相続（承継）にあたっては株価が問題となる。 

また、合わせて納税の問題も出てくることになる。 

 株価がどどののよよううにに決決 ままるるかか概要をつかむ（細かいことは無視してもよい）。 

そして、自自 社社 株株 ががどどのの程程 度度 のの評評 価価 ににななるるののかか把握しておく。（次頁参照） 

 身身 内内 がが引引 きき継継 ぐぐ場場 合合 はは原原 則則 的的 評評 価価、 

少少 数数 株株 主主（その他の役員・従業員）のの場場 合合 はは特特 例例 的的 評評 価価。 

 

 原則評価の場合は、 

   主に BBSS 純純 資資 産産 額額 （（類類 似似 業業 種種 比比 準準 価価 額額 ももああるるがが））ががベベーーススとなる。 

   会社区分（大、中、小会社）の区区 分分 がが小小 ささくくななるるとと厳厳 ししくくななるる。 

 

 特例的評価の場合は、 

   配当がなければ、額額 面面 のの 11//22 程程 度度。 
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＜参 考 例 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株主の態様と評価方式 
現預金 10,000
売掛金 20,000
建物 20,000 長期借入金 30,000
機械 30,000 資本金 10,000
土地 20,000 繰越利益剰余金 40,000
資産の部合計 100,000 負債・純資産の部合計 100,000

買掛金 20,000

直近BS
単位：千円

保有株式数 株式割合

代表取締役 父 140株 70%
取締役専務 母 60株 30%
取締役常務 息子 0株 0%
取締役 従業員 0株 0%
取締役 従業員 0株 0%

200株 100%

200株 10,000千円

1株 50千円

＜原則的評価＞

15名 1株あたり評価額 179,260円
1億円

0円 無配 ＜特例的評価＞

0円 無配

50% 1株あたり評価額 25,000円

132,100円 （×0.60）

250,000円 （×（1-0.60））

役職

従業員数

売上高

前期配当

資本金

株式額面

合計

※純資産50,000千円/200株

父から息子に140株、譲渡。

父から他の取締役（従業員）に10株譲渡。前々期配当

自己資本比率

類似業種比準価額

純資産価額

金属加工機械製造業（No.37）
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一般の評価会社の評価方法 

原 則 的 評 価 方 式 の場 合  

会社規模の判定表 
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＜株価の引き下げ方法＞ 
 

 まずは自社株の評価方法が原原 則則 ととななるるののかか？？特特 例例 ととななるるののかか？？ 

（ほとんどの場合は原則になることが多いと思われるが）を確認する。 

 原則評価の場合 

BBSS 純純 資資 産産 額額 （（純純 資資 産産 価価 額額 方方 式式 ））と類類 似似 業業 種種 比比 準準 価価 額額 方方 式式による評価 

   となるため、会社区分等によってそれぞれの対策を講じる。 

 ①純資産価額方式に対する対策 

純純 資資 産産 をを減減 ららすす。 

⇒ 生前役員退職金を支払う（次頁にポイントを付記）。 

⇒ 不良在庫の処分。不良資産の償却、除却 

   （CashOut ではなく、評価損の計上が望ましい） 

⇒ 資産の含み益を減らす。 

⇒ その他高収益部門の事業譲渡に財産増加の防止。 
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役 員 退 職 金 の支 給 効 果  

①自 社 株 を純 資 産 価 額 方 式 で相 続 税 評 価 する場 合 、評評 価価 減減 のの効効 果果 がが大大 。 

②退 職 金 をもらう役 員 は、退退 職職 所所 得得 ととししてて課課 税税 さされれるるたためめ、、比比 較較 的的 税税 負負 担担 のの少少 なないい収収 入入 がが得得 らられれるる。 

③会 社 の利 益 と相 殺 されるため、法法 人人 税税 のの負負 担担 がが少少 ななくくてて済済 むむ。 

 

役 員 退 職 金 の算 定 方 法  

一 般 的 な算 定 方 法 は、以 下 のとおり。 

＜功 績 倍 率 方 式 ＞ 適適 正正 なな退退 職職 金金   ==   最最 終終 報報 酬酬 月月 額額   ××  在在 任任 年年 数数   ××  功功 績績 倍倍 率率  

 

留 意 点  

①役役 員員 退退 職職 金金 規規 程程 をを作作 りり、功 績 倍 率 （2～3 程 度 ）を決 めておくこと。 

②月月 額額 報報 酬酬 をを高高 くくししてておおくくこと。 

 

役 員 退 職 金 の支 給 にかかる注 意 点  

①役 員 退 職 金 の支 出 が、株株 主主 総総 会会 及及 びび取取 締締 役役 会会 のの決決 議議 にに基基 づづいいてていいるること。 

②具 体 的 に支 給 することが確 定 した日 、又 は実 際 に支 給 した日 を含 む事 業 年 度 において 

      損損 金金 経経 理理 ししてていいるること。 

③退 職 金 の額 が、その役 員 の在 任 期 間 、退 職 に至 った事 情 、同 規 模 他 社 における役 員 退 職 金 の 

   支 給 状 況 などに照 らして不不 相相 当当 にに高高 いい金金 額額 ででなないいこと。 

④退 任 後 は、完 全 に第第 一一 線線 かからら退退 くくかか、、オオーーナナーー社社 長長 ななどどのの場場 合合 はは取取 締締 役役 かからら外外 れれるるようにし、 

   その場 合 の給給 与与 のの額額 はは、、退退 任任 直直 前前 のの報報 酬酬 金金 額額 のの半半 分分 以以 下下 （（使使 用用 人人 並並 のの給給 与与 水水 準準 ））ととすするること。 



『『今今かかららででききるる相相続続対対策策とと上上手手ににややれれるる事事業業承承継継』』  セセミミナナーー    ～～  安安心心ででききるる承承継継ととすするるたためめにに  ～～ 
 

 
Copyright © 2011 WATANABE Accounting Office. All Rights Reserved.  17 

 ②類似業種比準価額方式に対する対策 

配配 当当 金金 額額 、、利利 益益 金金 額額 、、純純 資資 産産 価価 額額 をを引引 きき下下 げげるる。 

⇒年配当金額を引き下げる。 

⇒１株当たりの利益を下げる。 

    特別償却等の活用、高収益部門の事業譲渡。 

⇒純資産価額を減らす。 

    純資産価額対策と同様の対策となる。 

 不動産を利用しての対策 

賃賃 貸貸 不不 動動 産産 のの取取 得得 等等（相続税評価額となる） 

（評価時点 3 年以内取得不動産は効果が反映されない（時価評価）ので注意） 

借入金による取得も可。 

 会会 社社 区区 分分 をを大大 ききくくすするる。 

一般的に類似業種比準価額方式が純資産価額方式より低評価であるため。 

 特例的評価の場合 

ささほほどど気気 ににすするる必必 要要 ははなないい。 

対策を講じるとすれば、配当を極力小さくする程度。  
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＜納税資金及び今後の運転資金があるか？＞ 
 

 納税資金の対策を講じておく。 

 ＜現金による納付＞ 

現金があればそれでよいし、なければ生生 命命 保保 険険 等等 でで手手 当当をする。 

法法 人人 加加 入入 のの生生 命命 保保 険険 金金 をを利利 用用する。 

  死亡退職金の設定。役員退職金規定の整備。 

  「相続発生」→「生命保険金が法人へ入る」 

              →「役員死亡退職金の支払い」→「相続財産となる」 

  相続税優遇有（500 万の控除）。 

  また、会社に少し残しておいて、自社株の買い取り資金としてもＯＫ。 

 ＜売却による現金化を図り納付＞ 

自社株 ⇒ 法法 人人 にによよるる買買 いい取取 りり、、現現 金金 化化（みなし配当無し）。 

上場株式の売却 ⇒ 株株 式式 市市 場場 ででのの売売 却却 現現 金金 化化。 

不動産の売却 ⇒ 不動産市場での売却現金化。 

 

※ 相続税の申告書の提出期限の翌日以後３年以内に売却した場合は、 

     相続税取得費加算の特例の適用有り。  
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 ＜延納＞ 

ただし、条件があるため、確認をする必要がある。 

 ＜物納＞ 

相相 続続 財財 産産 ででああるるこことと（相続人固有の財産は物納できない）。 

物納資産の順順 位位 有有 りり（下表）。 

同順位の物納可能な財産を相続した場合、 

   どの財産を物納申請するかの選択は納税者の意思による。 

   （例えば国債と不動産どちらを物納申請するかなど） 

所得税はかからない。 

相相 続続 税税 評評 価価 額額 ででのの評評 価価 ととななるる。 

市市 場場 ででのの売売 却却 がが難難 ししいい不不 動動 産産 やや非非 上上 場場 株株 式式 ででああれればば、、メメリリッットト大大。 

超過物納の場合は税金が還付される。 

相相 続続 時時 精精 算算 課課 税税 制制 度度 のの適適 用用 をを受受 けけたた財財 産産 はは物物 納納 ででききなないい。 

  

  

  

  

順位 財産の種類

第1順位
①国債・地方債・不動産・船舶
②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位
③社債、株式（特例有限会社の株式を除きます。）、証券投資信託または貸付信託の受益証券
④株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位 ⑤動産
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 中中 小小 企企 業業 株株 式式 向向 けけのの円円 滑滑 化化 法法 はは使使 いいににくくいい、、使使 いいづづららいい、、使使 ええなないい。 

多くの制約条件がある。それを破ると遡って利子をつけて払わないといけない。 

全株式の 2/3 の 80%分が納税猶予となるので、 

   全株式から見ると最大でも 53%程度しかならない。 

しかも免除ではなく猶予である 

5 年先までの業績など、いまどき経済情勢では皆目見当もつくはずもない。 

ならば本来の譲渡による事業承継を考えた方がベターであるし、 

                                    あるべき姿である。 
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非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度 
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非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度 
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